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EU統計局ユーロスタットが 4月

28日に発表した 2023年 1～ 3月期

のユーロ圏 20 カ国の域内総生産

（GDP、速報値）は、実質ベースで

前期比 0.1％増だった。前期の 0.1％

減（1月にユーロ圏入りしたクロア

チアを除く 19か国ベース）から改

善したものの、成長率は市場予測

の 0.2％を下回った。ドイツが横ば

いにとどまったことが響いた。

（表参照） 

成長率はこれまでに同期のGDP

統計がまとまった EU12 カ国の

データに基づいて算出された。

ユーロ圏の前年同期比の成長率は

1.3％で、前期の 1.8％から鈍化。EU

全体では前期比が 0.3％で、前期の

マイナス 0.1％から復調したが、前

年同期比では前期の 1.7％を下回る

1.3％となった。 

国別の前期比の成長率は、ポル

トガルの 1.6％が最高。最低はアイ

ルランドのマイナス 2.7％だった。

主要国はドイツがゼロ％となり、

前期のマイナス 0.5％から改善し

た。設備投資と輸出の拡大に支え

られた。しかし、個人消費と政府最

終消費支出が減り、市場予測の

0.2％増に対してゼロ成長にとど

まった。一方、フランスは 0.2％増、

イタリアとスペインも 0.5％で、い

ずれも前期から改善した。 

ユーロ圏経済については、当初

はエネルギー高の影響などで 1 ～

3 月期にマイナス成長に落ち込む

との見方があった。暖冬の影響で

エネルギー価格の高騰が抑えられ

たほか、中国のゼロコロナ政策が

終了し、同国への輸出が増えたこ

となどで、小幅ながらプラス成長

を記録した。 

ただ、インフレ率は依然として

高水準にあり、食品価格の高騰、

欧州中央銀行（ECB）による金融引

き締めも景気を圧迫している。こ

うした状況は当面続く見通しで、

23年は 4～ 6期以降も低成長とな

るのは避けられないと目されて

いる。 

ECB は記録的な物価高に対応す

るため、2022年 7月から 23年 3月

にかけて 6 会合連続で政策金利を

引き上げた。1～ 3月期が低成長と

なったため、今後は難しい判断を

迫られるが、アナリストらはイン

フレ対策を優先し、5月 4日に開く

次回の定例政策理事会で追加利上

げを実施するとの見方で一致。上

げ幅に関しては、前回と同じ 0.5ポ

イントとするか、0.25ポイントに抑

えるか、見解が分かれている。 

 

EU情報

ユーロ圏の1～3月期GDPは0.1％増  
景気後退回避も低成長に、独は横ばい 

             EU統計局4月28日発表

2023年 2023年

4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

ユーロ圏 0.9 0.4 -0.1 0.1 4.4 2.5 1.8 1.3

EU27カ国 0.7 0.4 -0.1 0.3 4.4 2.6 1.7 1.3

ベルギー 0.5 0.3 0.1 0.4 4.1 2.1 1.5 1.3

チェコ 0.3 -0.3 -0.4 : 3.5 1.5 0.3 :

ドイツ -0.1 0.5 -0.5 0.0 1.7 1.4 0.8 -0.1

アイルランド 2.3 2.8 0.3 -2.7 12.3 11.3 13.1 2.6

スペイン 2.5 0.4 0.4 0.5 7.7 4.8 2.9 3.8

フランス 0.5 0.1 0.0 0.2 4.2 1.0 0.4 0.8

イタリア 1.1 0.4 -0.1 0.5 5.1 2.5 1.4 1.8

ラトビア -0.2 -1.2 1.2 0.5 3.3 0.8 1.2 0.3

リトアニア -0.7 0.7 -0.5 : 2.2 1.4 -0.4 :

オーストリア 2.1 0.1 0.0 -0.3 6.5 2.2 3.0 1.8

ポルトガル 0.2 0.3 0.3 1.6 7.4 4.8 3.2 2.5

スウェーデン 0.3 0.4 -0.4 0.2 3.9 2.7 -0.2 0.3

           ：データなし

EU・ユーロ圏の1～3月成長率（％）

前期比 前年同期比

2022年 2022年

<EUR10935> 
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EU加盟国は 4月 25日、ルクセン

ブルクで開かれた閣僚理事会で、

EU排出量取引制度（EU-ETS）の改

正案や、気候変動対策が不十分な国

からの輸入品に事実上の関税をか

ける「炭素国境調整措置（CBAM）」

の導入に関する規則案を含む気候

変動関連法案を採択した。いずれも

2022年 12月に欧州議会と閣僚理事

会の間で政治合意に達した後、欧州

議会が 4月 18日の本会議で可決し

ており、各法案は近く EU官報に掲

載後、施行される。 

EU は 50 年までに欧州が世界に

先駆けて気候中立を実現すること

を目指した包括的な成長戦略「欧

州グリーンディール」を推進する

ため、中間点の 30年までに域内の

温室効果ガス排出量を 1990年比で

少なくとも 55％削減する目標を掲

げている。欧州委員会は 21年 7月、

この中間目標を達成するための政

策パッケージ「Fit for 55」の一環と

して、EU-ETS改正のための指令案

や CBAMの導入に関する規則案を

発表。適用範囲や数値目標などを

めぐり、欧州議会と閣僚理で協議

が続いていた。 

EU-ETS の改正案は、対象セク

ターの拡大や排出上限の削減ペー

スの引き上げ、無償排出枠の段階

的削減などを柱とする内容。現行

指令では、30 年までに対象セク

ターにおける温室効果ガス排出量

を EU-ETS の運用がスタートした

05年比で 43％の削減を目指してい

るのに対し、改正案では削減目標

を 62％に引き上げた。排出上限に

関しては、24 年に二酸化炭素

（CO2）換算で 9,000万トン分、26

年に同 2,700 万トン分の排出枠を

削減したうえで、毎年の削減率を

現行の 2.2％から 24 ～ 27 年は

4.3％、28～ 30年は 4.4％に引き上

げる。 

また、EUが気候変動対策を強化

する中で、域内の企業が規制の緩

い域外の第三国に生産拠点を移す

といった「カーボンリーケージ」を

防ぐため、鉄鋼・セメント・石油精

製など特定の産業部門に設定して

いる無償排出枠を 26年から段階的

に削減し、34年までに全廃する。削

減率は 26 年の 2.5％から 27 年は

5％、28年は 10％といった具合に加

速度的に拡大し、33年には 86％ま

で引き上げたうえで、34 年以降は

排出枠をゼロとする。 

対象セクターについては新たに

海運を加え、CO2排出量の監視・報

告・認証を義務付ける「EU-MRV規

則」の対象となっている総トン数

5,000 トンを超える大型船舶に対

し、24年から段階的にEU-ETSを適

用する。24 年は検証済み排出量の

40％、25 年は同 70％を EU-ETS の

対象とし、26年から 100％に拡大す

る。5,000 トン以下の船舶について

は 25 年から MRV 規則の対象とし

たうえで、26年にEU-ETSを適用す

るか改めて検討する。 

欧州経済領域（EEA）内および

EEA 発スイス・英国着の航空便に

関しては、排出上限の削減率の引

き上げに加え、26 年から無償排出

枠を段階的に削減し、30 年から

オークション方式の有償割当に完

全移行する。 

さらに道路輸送や暖房に化石燃

料を使用する住宅などの建物を対

象に、既存の ETS とは別に新たな

排出量取引制度（ETS-2）を立ち上

げる。欧州委は 26年 1月の創設を

提案していたが、エネルギー価格

高騰の影響を考慮して 27年 1月と

し、価格高騰が続く場合はさらに 1

年先送りすることも可能とした。 

一方、CBAM は国境炭素税とも

呼ばれ、EU域内の事業者が対象と

なる製品を域外から輸入する際、

域内で生産した場合に EU 排出量

取引制度に基づいて課される炭素

価格に相当する支払いを義務付け

る内容。域内の企業が温暖化対策

のための重いコストを負担するこ

とで、規制の緩い域外の企業との

競争で不利な立場に立たされる状

況を阻止するとともに、EU企業が

厳しい規制から逃れるため域外に

拠点を移すカーボンリーケージを

防ぐ狙いがある。 

欧州委案では鉄鋼、アルミニウ

ム、セメント、肥料、電力が対象と

なっていたが、欧州議会と閣僚理

による政治合意で水素がこれに加

わった。欧州委は今後、有機化学品

やポリマーなども対象に含めるか

検討する。 

CBAM の対象品目を輸入する

事業者は、10月からの移行期間に

輸入相手国や前年分の輸入量を当

局に申告し、製造過程における

CO2 排出量を報告する必要があ

る。26 年以降に本格導入された

後、34 年までの完全実施が見込ま

れ、事業者は排出量に応じて EU-

ETS に基づく炭素価格分を支払う

ことになる。 

加盟国が気候変動関連法案を採択 
国境炭素税導入規則など施行へ 
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閣僚理はさらに、道路輸送や建

物を新たに排出量取引の対象とす

ることで、ガソリンをはじめとす

る燃料価格の上昇につながる事態

を想定し、脆弱な家庭や零細企業

などを支援するための「社会気候

基金」を創設する法案も採択した。

最大 650 億ユーロの EU 予算と加

盟国からの拠出（全体の 25％程度）

を財源とし、断熱材やヒートポン

プなど建物のエネルギー効率改善

のための改装費用や、ゼロエミッ

ション車や低排出ガス車の導入支

援のほか、より直接的な生活支援

を提供する。 

 

持続可能な航空燃料の 

使用義務化へ、 

欧州議会と閣僚理が基本合意 

 

一方、欧州議会と閣僚理事会は

25日、EU域内の空港で使用する航

空燃料について、持続可能な航空

燃料（SAF）の比率を 2030年までに

70％とすることなどを柱とする法

案の内容で基本合意した。欧州議

会と閣僚理の正式な承認を経て新

ルールが導入される。 

欧州委は 21年 7月、30年までに

域内の温室効果ガス排出量を 1990

年比で少なくとも 55％削減する目

標を達成するための政策パッケー

ジ「Fit for 55」の一環として、航空

燃料のグリーン化に関する法案を

発表した。欧州議会は 22年 7月、50

年の SAF比率を 85％に引き上げる

など、欧州委案を大幅に厳格化し

た修正案を可決したが、一部の加

盟国と航空業界が難色を示し、閣

僚理との間で合意形成に向けた交

渉が続いていた。 

SAFには「eフューエル」と呼ば

れる合成燃料のほか、農産物や木

材、藻類、使用済み調理油などを原

料とするバイオ燃料（食料・飼料用

作物やパーム油などは除く）、グ

リーン水素が含まれる。 

合意内容によると、域内の空港に

燃料を供給する事業者に対し、全体

に占める SAFの割合を 25年までの

2％から、30年までに 6％、35年まで

に 20％とし、50年までに 70％に引

き上げることを義務付ける。また、

合成燃料については別途、数値目標

を設定し、燃料全体に占める割合を

30年までに 1.2％、32年までに 2％、

35年までに5％、50年までに35％に

拡大するよう求める。 

<EUR10936> 

 

欧州委員会は 4月 26日、EUの医

薬品規制の改正案を発表した。新

薬へのアクセス、価格をめぐる域

内の格差を是正し、医薬品でも

「EU単一市場」を実現するのが目

的。安価な後発医薬品（ジェネリッ

ク薬）が早く域内に出回るように

するため、新薬の特許期間を短縮

するのが柱となっている。 

EUで現在、新薬の特許が保護さ

れる期間は 10年間。欧州委案では、

これを 8年に短縮し、ジェネリック

薬を早く投入できるようにする。

新薬が EU 当局の販売承認を得て

から 2 年以内に EU27 カ国で販売

された場合は、保護期間の 2年延長

を認める。 

今回の医薬品規制改見直しは、

20 年ぶりの大規模な改正。欧州委

と欧州議会、加盟国が詳細を詰め

る。製薬会社の間では、新薬特許期

間の短縮について、イノベーショ

ン（技術革新）、新薬開発を推進す

る意欲をそぎ、投資の減少、拠点の

域外への移転といった弊害を招く

と批判する声が出ている。 

<EUR10937> 

EUが医薬品規制を改正 
新薬特許期間を短縮へ 

 

欧州自動車産業ニュースを読んで 

最新技術動向を把握しよう 自動車産業のニュースを厳選 

大手から中小部品メーカーまで 

https://fbc.de/business/newsletter/#auto
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欧州委員会は 4月 25日、EU域内

でオンラインサービスを提供する

事業者に違法コンテンツの削除や

偽情報の拡散防止などを義務付け

る「デジタルサービス法（DSA）」

について、最も厳しい規制を適用

する 19のサービスを公表した。交

流サイト（SNS）のフェイスブック

やツイッター、グーグル検索など

が対象に含まれている。指定され

たサービスを運営する巨大 IT企業

は、4カ月以内に規制に対応するた

めの具体策を講じる必要がある。 

デジタルサービス法は欧州委員

会が 2020年 12月に法案を発表。欧

州議会と閣僚理事会の承認を経て

22年 11月に施行された。偽情報、

ヘイトスピーチ、著作権侵害動画、

児童ポルノといった違法コンテン

ツや、模造品や海賊版など違法商

品の削除を義務付ける内容で、交

流サイトや検索エンジン、コンテ

ンツ共有サービスを提供するオン

ラインプラットフォームなどが規

制の対象となる。事業者は違法コ

ンテンツの排除とともに、違法性

のあるコンテンツを第三者が通報

できる仕組みを構築する必要があ

る。宗教や人種、性的指向、政治的

信条などに基づくターゲティング

広告を禁じ、ターゲティング広告

を目的とする未成年者からのデー

タ収集も禁止する。 

さらに月間ユーザー数が EU の

全人口の 10％に相当する 4,500 万

人を超えるプラットフォームは欧

州委員会の監督下に置き、より厳

しい規制を適用する。巨大プラッ

トフォームの運営者は特定ユー

ザーが興味を持つと思われるコン

テンツや商品を提示する「レコメ

ンドシステム」のアルゴリズムを

定期的にチェックし、当局の求め

に応じて関連する情報を提供する

必要がある。また、違法コンテンツ

の流通や、選挙や公衆衛生、治安な

どに関連した意図的な情報操作に

自社のシステムが悪用されるリス

クを分析し、緊急時に偽情報やプ

ロパガンダを制限するなどの措置

を講じることが義務付けられる。 

今回、欧州委が公表したのは、最

も厳しい規制を適用する月間ユー

ザー数が 4,500万人超のサービス。

フェイスブック、ツイッター、

TikTok、米アップルの App Store、動

画投稿サイトのユーチューブ、米

アマゾン・ドット・コムや中国アリ

ババの電子商取引サイトなど 17

サービスを「巨大オンラインプ

ラットフォーム」、グーグル検索と

マイクロソフトの Bingを「巨大オ

ンライン検索エンジン」に指定し

た。これらのサービスには 8月 25

日から規制が適用され、違反した

場合は世界における年間売上高の

最大 6％相当の制裁金が科される

可能性がある。 

 

英政府が巨大 IT 企業に対する 

規制強化法案 

 

一方、英政府は 25日、デジタル

市場で支配的な地位にある巨大 IT

企業に対する規制を強化する新た

な法案を発表した。英競争・市場庁

の権限を拡大し、インターネット

上で利用者を欺く行為などの取り

締まりを強化して、消費者や企業

が不利益を被った場合に違法性を

判断できるようにする。消費者保

護を図るとともに、デジタル市場

における公正な競争を促す狙いが

ある。 

規制の対象となるのは世界全体

の年間売上高が 250億ポンド（約 4

兆 2千億円）を超えるか、英国での

売上高が 10 億ポンドを超える IT

大手。米グーグルやメタなどが該

当するとみられる。英メディアに

よると、2024 年の法案成立が見込

まれる。 

具体的には売り上げを伸ばすた

めに虚偽の口コミを投稿するなど

の行為を取り締まるほか、サブス

クリプション（定額制）サービスで

は利用者がわかりやすい方法で解

約できる仕組みを用意したり、試

用期間の終了時や継続更新につい

ての通知を義務付ける。違反した

場合は世界売上高の最大 10％に相

当する制裁金を科す。 

<EUR10938> 

デジタルサービス法 
19サービスが適用対象に 
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欧州委員会は 4月 26日、EUの財

政ルール改正案の詳細を発表し

た。加盟国が主体となって柔軟に

財政健全化を進めることを可能と

しながらも、累積債務が上限を超

えた加盟国に対して、毎年一定の

水準で債務を削減することを求め

るのが柱となっている。 

EU の財政規律を定めた安定成

長協定では、各国に単年の財政赤

字を国内総生産（GDP）比 3％以内、

累積債務をGDP比60％以内に抑え

ることを義務付けている。順守で

きなかった国には厳しい制裁が課

される。 

欧州委は 22年 11月、厳しすぎる

とされる財政規律を見直し、各加

盟国の財政健全化を重視しながら

も、柔軟な債務削減を可能とし、地

球温暖化対策で必要となる環境投

資などの障害にならないよう配慮

する内容のルール改正案を発表。

赤字を GDP 比 3％以内、累積債務

を同 60％以内に抑えることを求め

るルールは継続するが、累積債務

が上限を超えた国に GDP 比 0.5％

に相当する債務を毎年削減するこ

とを義務付ける規定を撤廃し、各

国が欧州委と協議した上で独自の

債務削減計画を策定できるように

する方針を打ち出した。 

同案では財政赤字を抱える国は

財政健全化に取り組み、支出を毎

年、適正な水準に設定することで、

4 年間をかけて赤字が安定的に縮

小する軌道に乗るようにする。地

球温暖化対策など EU が重視する

分野への投資や、債務の持続的削

減に向けた財政の構造改革で赤字

が拡大した場合は、同期間を 7年に

延長する。 

この改正案は加盟国が 3 月に開

いた財務相理事会、EU首脳会議で

大枠で承認された。ただ、累積債務

が上限を超えた場合の毎年の削減

について、共通の指針を設けるか

どうかなどは持ち越しとなり、欧

州委が詳細を詰めて具体案を発表

することになっていた。 

欧州委がまとめた案によると、累

積債務が GDP 比 60％を超えた国の

毎年の削減幅に関しては、「ベンチ

マーク」として GDP比 0.5％が最低

水準となる。事実上、共通の指針が

設けられた形となる。対象国は毎年

の財政赤字がGDP比3％を割り込む

まで、同水準の削減を求められる。 

同案は加盟国、欧州議会の承認

が必要。年内の決着を目指す。 

<EUR10939> 

欧州委員会は 4月 25日、EU域内

のエネルギー事業者などが天然ガ

スを共同購入するため、ガス需要を

集約して供給元とマッチングする

ためのプラットフォーム「アグリ

ゲート EU」の運用を開始した。冬に

向けて EU 全体で協調的にガスを

備蓄し、加盟国間の獲得競争による

価格上昇を防ぐとともに、価格交渉

力を高めるのが共同購入の狙い。欧

州委は夏までに最初の売買契約が

結ばれるとの見方を示している。 

欧州委は 2022 年 10 月、エネル

ギー価格高騰への対応策として、天

然ガスの共同購入や、緊急時におけ

る加盟国間のガス供給の融通を柱

とする緊急対策案を発表した。ガス

の共同購入計画は同月の EU 首脳

会議で支持され、加盟国に義務付け

られたガス備蓄（23年 11月以降は

自国のガス貯蔵施設の備蓄上限の

9割）の少なくとも 15％（EU全体で

135億立方メートル相当）を共同購

入で賄う目標が盛り込まれた。 

欧州委によると、これまでにエネ

ルギー事業者のほか、鉄鋼や肥料な

どエネルギー集約型産業の 76 社が

アグリゲート EUに登録しており、

さらに 5 社程度が近く登録する見

通し。登録済みの企業は 5月 2日ま

でに予定するガス購入量を申告し、

プラットフォームを運営する事業

者が各社の需要を集約して入札を

実施。ガス供給業者からのオファー

とマッチングし、各企業はガスの購

入や引き渡しに関する条件につい

て供給業者との交渉に入る。欧州委

は交渉には関与しない。 

共同購入にあたり、大手ガス会社

などが「セントラルバイヤー」とし

て、売買契約の交渉や締結に必要な

専門知識や信用力を持たない企業

の代わりに買い手となったり、「代

理業者（Agent on Behalf）」として

LNG ターミナルでの受け入れ枠の

予約や、船から消費地までの輸送と

いった補完的サービスを提供する

仕組みを導入する。欧州委による

と、すでに 11 社がセントラルバイ

ヤーまたは代理業者の業務を請け

負う意向を表明している。 

アグリゲート EU を通じた入札

は向こう12カ月にわたり、2カ月ご

とに実施される予定で、希望する

企業は今後も共同購入に参加する

ことができる。EU加盟国のほか、

「エネルギーコミュニティ」を構

成するウクライナなどの EU 加盟

候補国（トルコを除く）および潜在

的加盟候補国に拠点を置く企業の

参加が可能。なお、ロシア産ガスは

共同購入の対象から除外される。 

<EUR10940> 

天然ガス共同購入プラットフォームの運用開始 
EU、76社が登録済み 

EUの財政ルール改正案 
欧州委が詳細発表 
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欧州委員会は 4月 27日、EUレベ

ルで特許権を統一的に管理し、域

内の企業が訴訟リスクを回避しな

がら最先端の技術を最大限に活用

できるようにするための法案を発

表した。とりわけ中小企業がス

マートデバイスなどの開発に不可

欠な特許権にアクセスしやすくす

ることで、EUの競争力強化と技術

的主権の確保に貢献できるように

する狙いがある。欧州議会と閣僚

理事会で法案について討議し、早

期の新ルール導入を目指す。 

EUでは 6月 1日付で欧州単一特

許制度の本格運用がスタートす

る。同制度に参加するすべての国

で統一的な効力を持つ「欧州単一

特許（UP）」が導入され、単一特許

と従来型の欧州特許に絡んだ訴訟

を専門に扱う統一特許裁判所

（UPC）が設置される。現行制度に

おける特許保護の断片化や手続き

の煩雑さを軽減するため、EU全体

にわたる特許権の保護および行使

のためのワンストップショップを

確立するのが単一特許制度の目的

で、中小企業による知財利用の促

進や、ライセンス供与における透

明性の向上などが期待される。 

欧州委が提示した法案は単一特

許制度を補完するもので、標準必

須特許（SEP）に関する規則案が

パッケージの柱。標準必須特許は

標準化機関が定める標準規格に準

拠するために不可欠な特許を指

す。特定の特許によって市場独占

が形成されるのを防ぐため、特許

権者は第三者に「公平、合理的、か

つ非差別的（FRAND）」な条件で使

用を許諾することが求められる

が、実際には特許権者が FRAND条

項を順守せず、市場支配的地位を

利用して競争を歪めているとし

て、主に通信や自動車などの分野

でしばしば訴訟に発展している。 

欧州委は標準必須特許の使用許

諾における透明性と予見可能性を

高め、当事者間での交渉を促進して

訴訟を減らすため、EU 知的財産庁

（EUIPO）を中心とするライセンス

供与の枠組みを提案している。それ

によると、電気通信、コンピュータ、

決済端末、その他スマートテクノロ

ジー分野の特許権者は、EUIPO の

データベースに保有する必須特許

を登録することが義務付けられる。

EUIPO はライセンス供与のプロセ

スで FRAND条項が順守されている

か監視し、特許使用料の妥当性など

について専門家の意見を聞いたう

えで9カ月以内に結論を出す。一方、

当事者による交渉が行われている

間でも、潜在的な侵害リスクがある

場合は裁判所に差し止め命令を求

めることができる。このほか規則案

には EUIPO内に「コンピテンスセン

ター」を設置し、情報共有や中小企

業に対する支援の拠点として活用

することなどが盛り込まれている。 

欧州委はこのほか、新規感染症

の発生といった危機的状況に際

し、知財当局が特許権者の同意な

しに特許使用を許諾する「強制実

施許諾」について、加盟国ごとに異

なるルールを一本化することを提

案している。新型コロナウイルス

感染症のパンデミックを契機とし

て、EUでは欧州委内に公衆衛生の

危機に対応してワクチンの研究開

発支援や共同調達などを行う「欧

州保健緊急事態準備・対応局

（HERA）」が設置されたが、強制

実施許諾に関するルールを統一し

て法的不確実性を排除し、緊急時

の即応力を強化する。 

さらに、医薬品と植物保護製品

の特許保護期間を延長するための

補充的保護証明書（SPC）に関して

も、単一特許制度に参加するすべ

ての国で有効な「欧州単一 SPC」を

導入する。規制当局によって認可

されたヒトまたは動物用医薬品と

植物保護製品については、SPCを取

得することで最大 5年間、特許保護

期間を延長することができるが、

断片化された制度のため国ごとの

適用にとどまり、EU全域で保護期

間を延長するには複雑で費用のか

かる手続きが必要。このため欧州

委は EUIPO が EU 各国の知財当局

と連携して集中的に審査を実施

し、1回の審査で単一 SPCを取得で

きる制度の導入を提案している。 

<EUR10941> 

 

欧州委、特許管理一元化に向けた法案発表 
欧州単一特許制度を補完 
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EU 統計局ユーロスタットがこ

のほど発表したユーロ圏の 2 月の

建設業生産高（季節調整済み、速報

値）は前年同月比で 2.3％増加し、

2カ月連続のプラスとなった。上げ

幅は前月の 0.5％から拡大した。

（表参照） 

分野別では建築が 2.6％増、土木

が 1.6％増だった。EU27カ国ベース

の建設業生産高は 2.1％増。主要国

はドイツが1.6％、フランスが0.8％、

スペインが 1.1％の幅で伸びた。 

ユーロ圏建設業生産高 
2カ月連続プラス 

<EUR10944> 

9月 10月 11月 12月 1月 2月

ユーロ圏 0.2 0.7 1.4 -0.6 0.5 2.3

EU27カ国 0.7 1.2 1.8 -0.2 0.5 2.1

ベルギー -1.6 -1.4 13.2 3.1 -4.6 2.1

ブルガリア -1.4 1.7 1.3 -4.0 -0.3 -2.9

チェコ -2.6 2.2 -0.1 -2.6 5.4 -4.3

デンマーク 4.9 4.0 3.6 4.0 -5.1 :

ドイツ -3.0 -0.9 -2.4 -7.9 -0.5 1.6

エストニア : : : : : :

アイルランド : : : : : :

ギリシャ : : : : : :

スペイン -11.3 -9.1 -7.3 -6.7 0.8 1.1

フランス 1.2 0.3 1.9 4.7 -1.5 0.8

クロアチア 3.9 4.2 5.8 8.7 3.8 :

イタリア 7.5 4.3 5.8 C C C

キプロス

ラトビア : : : : : :

リトアニア : : : : : :

ルクセンブルク 0.2 -2.0 0.9 17.4 -11.3 :

ハンガリー 1.4 -3.2 7.6 -3.9 -3.6 -11.8

マルタ : : : : : :

オランダ 4.0 6.9 5.9 6.9 3.4 4.5

オーストリア 1.5 3.4 4.8 0.3 4.0 17.0

ポーランド 0.2 3.9 4.0 3.4 -0.1 6.6

ポルトガル 0.7 1.7 1.3 1.6 5.9 2.6

ルーマニア 25.9 33.8 19.7 18.4 7.2 10.4

スロベニア 10.9 38.7 26.2 45.7 25.5 17.5

スロバキア 0.4 -0.4 -5.8 4.9 14.9 9.1

フィンランド 0.2 -2.7 -5.9 -1.4 -1.4 -3.3

スウェーデン 1.8 0.1 -0.1 -1.4 2.3 -0.7

C　未公表

 : 　データなし

建設業生産高の変動率

（前年同期比　％）
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欧州委員会は 4月 28日、スイス

の半導体大手 ST マイクロエレク

トロニクスと同業の米グローバル

ファウンドリーズがフランスに共

同で半導体工場を建設する計画に

ついて、フランス政府による国家

補助を承認したと発表した。仏政

府の措置は「欧州半導体法（案）」

が規定する支援の枠組みに沿った

内容で、欧州における半導体の安

定供給とデジタル主権の確立に貢

献すると判断した。 

ST マイクロとグローバルファウ

ンドリーズは 2022年 7月、世界的

な半導体不足に対応するため、仏

南東部クロルにある ST マイクロ

の既存工場の隣接地に新工場を建

設すると発表した。回路線幅 18ナ

ノメートルの半導体向けウエハー

を年最大 62万枚生産する能力を持

ち、27年までのフル稼働を目指す。

仏政府は欧州半導体法に基づい

て、投資総額が約 74億ユーロ（約

1兆 1,114億ユーロ）に上る同プロ

ジェクトを資金面で支援するた

め、欧州委に承認申請していた。 

欧州委によると、ST マイクロと

グローバルファウンドリーズは仏

政府から補助金（金額は未定）を受

ける条件として◇半導体の供給不

足が生じた場合、EUの優先順位に

応じて発注を受ける◇次世代半導

体技術への投資を継続する◇中小

企業や第三者による研究開発を支

援し、欧州における半導体エコシ

ステムの強化に寄与する──こと

で合意した。これにより、欧州委は

EU の国家補助ルールおよび欧州

半導体法に基づいて仏政府の支援

策を承認した。 

欧州委は 22年 2月、EU域内での

最先端半導体の研究開発や生産を

推進する戦略の柱として、欧州半

導体法案を発表した。30 年までに

官民で 430億ユーロを投じ、開発拠

点や生産設備の増強を後押しする

ほか、有力メーカーの誘致にも力

を入れ、東アジアなど域外への依

存度を下げて安定供給を確保す

る。世界の半導体生産に占める EU

のシェアを現在の約10％から30年

には 20％以上に引き上げるという

目標を掲げている。 

<EUR10942> 

欧州委員会が 4月 27日に発表し

たユーロ圏の同月の景況感指数

（ESI、標準値 100）は 99.3となり、

前月の 99.2 から 0.1 ポイント改善

した。ESIの上昇は 3カ月ぶり。た

だ、長期平均の 100を 10カ月連続

で割り込んでいる。 

前月は速報値で 99.3 だったが、

0.1ポイント下方修正された。分野

別では製造業が 2.1 ポイント下落

したが、サービス業が 0.9 ポイン

ト、消費者が 1.6ポイント、小売業

が 0.5ポイントの幅で改善した。建

設業は横ばいだった。 

EU27カ国ベースの ESIは横ばい

の 97.3。主要国はスペインが 3.7ポ

イント、ドイツが 0.8ポイント、イ

タリアが 0.3ポイントの上昇。フラ

ンスは 4.2 ポイント低下と振るわ

なかった。 

<EUR10943> 

STマイクロと米社の半導体工場建設 
欧州委が仏の公的補助承認 

ユーロ圏景況感 
4月は3カ月ぶりの改善 

 

FBCのロングリスト調査は  

① 貴社の案件に合う対象企業をヨーロッパ全土から探します 

② 全ての企業に貴社のプレゼン資料を送付 

③ その後メール・電話で興味の有無を1件1件確認します 

新たなビジネスパートナーを探します 

https://fbc.de/business/list_research/
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ドイツなど欧州 9 カ国の首脳は

4 月 24 日、ベルギーのオーステン

デで会談し、北海の洋上風力発電

能力を大幅に拡大することで合意

した。炭素中立の実現に向け二酸

化炭素（CO2）の排出削減を進める

とともに、欧州のエネルギー自給

を高めるのが狙い。北海での洋上

風力発電で協業する国がこれまで

の 4カ国から 2倍以上に拡大した。 

EU に加盟するドイツ、オラン

ダ、ベルギー、デンマークの首相と

欧州委員会のフォンデアライエン

委員長は昨年 5月、北海の洋上風力

発電拡大に向け協力することで合

意。洋上風力発電容量を 2030年ま

でに計 65ギガワット（GW）以上、

50 年までに 150GW に拡大するこ

とを取り決めた。 

今回の会合にはこれら 4 カ国に

加え、フランス、アイルランド、ル

クセンブルクと、EU 非加盟の英

国、ノルウェーの首脳が参加。30年

の容量を120GW、50年を同300GW

以上とすることで合意した。北海

の現在の容量は約 30GW であるこ

とから、50年には 10倍に拡大する

ことになる。 

ドイツ、デンマーク、オランダ、

英国の 4 カ国は洋上風力発電を利

用してグリーン水素を生産するこ

とも計画している。生産能力は 30

年までに約30GWとなる見通しだ。 

バルト海経由でロシアとドイツ

を結ぶガス管「ノルドストリーム」

が昨年、何者かによって破壊され

たことを踏まえ、9カ国は北海の電

力インフラの安全保障対策も検討

する。北大西洋条約機構（NATO）

との緊密な連携を計画している。 

<EUR10945> 

 

仏エネルギー大手のトタルエナ

ジーズは 4月 27日、カナダのオイ

ルサンド（石油成分を含む砂岩）事

業を同国石油大手サンコール・エ

ナジーに売却することで合意した

と発表した。売却額は最大 45 億

5,000 万ドル。9 月末までの売却手

続き完了を見込む。 

売却するのはアルバータ州の

フォートヒルズ、サーモントのオ

イルサンド開発事業。フォートヒ

ルズの全権益、サーモントの権益

50％を持つ現地法人トタルエナ

ジーズ・EP カナダをサンコールに

41 億ドルで譲渡する。売却額には

原油価格の上昇などに応じて最大

4億 5,000万ドルが上乗せされる。 

カナダではオイルサンド事業を

手がける海外企業の撤退が相次い

でいる。掘削したオイルサンドから

ビチューメンを抽出する際に大量

の二酸化炭素（CO2）が排出され、

脱炭素化の流れに逆行するためだ。

英 BPは 2022年、アルバータ州で展

開するオイルサンド事業を現地の

セノバス・エナジーに売却した。 

トタルエナジーズは当初、トタ

ルエナジーズ・EP カナダを分離上

場する計画だったが、サンコール

から妥当な価格での買収を持ち掛

けられたことから、売却を決めた。 

<EUR10946> 

 

仏トタル、カナダのオイルサンド事業から撤退 

北海の風力発電容量、50年までに10倍へ 
独・英など欧州9カ国が合意 

 

西欧 

 

FBCのショートリスト調査は  

このデータをもとに即営業を開始できます 

① ロングリスト調査の結果、興味・関心を示した企業の担当者を割り出します 

② 当該企業の主な取引先や競合他社などのデータも入手します 

③ ショートリストとして提出します 

https://fbc.de/business/list_research/
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自動車部品大手の独ボッシュは

4月 26日、米半導体メーカーのTSI

セミコンダクターを買収すると発

表した。米国に同社初の半導体製

造拠点を確保し、半導体生産のグ

ローバル化を推し進めるととも

に、需要が急増する SiC（炭化ケイ

素）半導体の生産能力を拡大する。

年内の買収手続き完了を見込んで

いる。 

TSI はカリフォルニア州ローズ

ビルで、特定の機器や用途向けに

必要な機能を組み合わせて設計さ

れる集積回路（IC）である ASICを

主に 200 ミリシリコンウエハーを

用いて生産している。用途は自動

車、通信機器、エネルギー、ライフ

サイエンス産業向けと幅広い。従

業員数は 250人。 

ボッシュは TSIを買収・統合する

とともに、ローズビル工場を改修

し、2026 年から 200 ミリウエハー

ベースの SiC半導体を生産する。投

資額は買収費用を含めて 15億ドル

強。米半導体法に基づく補助金と

地元カリフォルニア州の助成を受

けられれば投資額を上乗せする。 

ボッシュは半導体をこれまで、

独南部のロイトリンゲンと東部の

ドレスデンで生産してきた。SiC半

導体はすでにロイトリンゲン工場

で生産している。自動車の電動化

を背景に北米でも SiC 半導体の需

要が大幅に増えることから、同社

は今回の投資に踏み切った。 

<EUR10947> 

イタリアのデータ保護当局は 4

月 28日、対話型の人工知能（AI）

「ChatGPT（チャット GPT）」の使

用禁止を解除したと発表した。

チャット GPT を運営する米新興企

業オープンAIが提示した改善策を

検討した結果、一連の措置により、

個人データの扱いをめぐる懸念が

解消されると判断した。 

イタリア当局は 3月末、膨大な個

人データの収集・保存を正当化す

る法的根拠がないため関連法に違

反する可能性があるとして、

チャット GPT の国内での使用を一

時的に禁止した。4 月 12 日には

オープン AI に対し、4 月末までに

個人情報保護のための具体的な対

策を講じるよう指示したと発表。

当局が求める要件を満たし、個人

データの扱いをめぐる懸念が払拭

されれば、禁止措置を解除すると

説明していた。 

オープン AI はこれを受け、

チャット GPT のサービスに必要な

個人データの種類と収集・処理方

法をホームページで公開。また、厳

格な年齢確認システムを導入し、

13 歳未満の子どもがサービスを利

用できないようにしたり、チャッ

ト履歴を削除する機能を追加する

などの改善策を講じた。 

イタリア当局はオープンAIの対

応について、「個人の権利を尊重し

ながら、技術の進歩を促すための

取り組みを評価し、同社が欧州の

データ保護ルールを順守する努力

を継続することを期待する」とコ

メント。改善策を受け入れて利用

再開を認めたうえで、今後も調査

を続ける方針を示している。 

チャット GPTをめぐっては、EU

加盟国のデータ保護当局で構成す

る欧州データ保護会議（EDPB）が

4月 13日、個人データの取り扱いな

どに関する問題を検証し、対応を協

議するため専用の作業部会を設置

すると発表した。生成 AI によるプ

ライバシーや著作権侵害などの懸

念について、EU の共通政策に向け

た議論が本格化する可能性がある。 

<EUR10948> 

ボッシュが米でも半導体生産 
現地企業を買収 

伊でチャットGPTの利用再開 
当局が改善策受け入れ 

 

伊大手銀行のウニクレディトは

4月 27日、「AT1債」と呼ばれる劣

後債を早期に償還すると発表し

た。経営危機に陥っていたスイス

金融大手クレディ・スイスの UBS

による救済買収に伴い、クレディ・

スイスが発行した AT1 債の元本を

ゼロとし、無価値化したため、AT1

債の利回りが上昇していることを

受けた措置となる。 

償還するのは総額 12 億 5,000 万

ユーロのAT1債。満期を待たず、6

月3日に償還することが欧州中央銀

行（ECB）から認められ、実施する。 

AT1債は 2008年の世界金融危機

で銀行の救済に多額の公的資金が

投入された反省を踏まえ、銀行が

自己資本の不足に備えて導入が進

んだ。発行した銀行の財務が悪化

した場合、普通株に転換するなど

して自己資本に組み入れることが

できる。 

クレディ・スイスの AT1 債が無

価値となったことで、欧州の銀行

が発行する AT1 債への信用が低下

し、利回りが上昇していることか

ら、ウニクレディトは早期償還を

決めた。 

<EUR10949> 

 

伊ウニクレディト 
AT1債を早期償還 
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スウェーデン中央銀行のリクス

バンクは 4月 26日、政策金利を 0.5

ポイント引き上げ、3.5％にすると

発表した。インフレ率の急上昇を

受けて昨年 4 月から金融引き締め

を進めているが、なお記録的な物

価高が続いていることから追加利

上げに踏み切った。 

0.5ポイントの利上げは 2会合連

続。政策金利は 2008年 10月以来の

高水準に達した。一方、リクスバン

クはインフレ率が鈍化傾向にある

ため、金融引き締めのペースを緩

める意向を表明。6月または 9月に

0.25 ポイント引き上げる方針を示

した。これを受けて、同国通貨のス

ウェーデン・クローナは先安観が

広がり、同日に対ユーロで約 1％下

落した。 

<EUR10950> 

 

スウェーデン中銀 
0.5％ポイント利上げ 

レンゴーは 4月 25日、ドイツ西

部のノルトライン・ヴェストファー

レン州に現地子会社トライコーの

新工場を建設すると発表した。供給

力の充実を通して幅広い包装ニー

ズに迅速対応できる態勢を整える

とともに、グループのグローバルな

重量物包装事業を拡充する。 

トライコーはドイツ南部のバイ

エルン州に本社を置く企業で、重

量物包装資材の設計・製造・販売、

物流サービスを行っている。近年

はドイツ周辺地域で需要が拡大し

ていることから、オランダに国境

を接するゴッホ市に新工場を設置

する。投資額は約 1億 7,000万ユー

ロ（約 246億円）。2025年 7月の完

成を目指す。 

<EUR10951> 

ドイツ銀行は 4月 28日、英国の

投資銀行ヌミスを買収することで

合意したと発表した。英国で企業

向け事業を強化する狙いがある。

買収が実現すると、ドイツ銀は英

市場の主要な投資銀行となる。 

株式公開買い付け（TOB）を通じ

てヌミスを買収する。1株当たりの

取得価格は 350ペンス。これは前日

終値を 72％上回る水準で、ヌミス

を4億1,000万ポンドと評価したこ

とになる。すでに筆頭株主から同

株を譲り受けることで合意済み。

TOB の成功と監督当局の承認を経

て買収手続きが第 4 四半期に完了

すると見込んでいる。 

ヌミスは企業の指名を受けて株

式市場で当該企業の代理人として

取引を行うコーポレートブロー

カー。顧客 166 社に戦略コンサル

ティングも行っている。顧客のう

ち 64社はロンドン証券取引所の株

式指標である「FTSE350」の採用銘

柄だ。従業員数は約 300人。ドイツ

銀は同社を買収することで、企業

顧客 170 社以上に金融・コンサル

サービスを提供する英投資銀セク

ターの主要プレーヤーとなる。 

<EUR10952> 

ドイツ銀行 
英投資銀ヌミスを買収 

 

レンゴー、独に新工場建設 

必要な情報を収集します 

各種調査はFBCにお任せください 

30年間で培った「600件以上の調査実績」 

https://fbc.de/business/research/
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東欧・ロシア・その他 

欧州委員会は 4月 28日、ポーラ

ンドなど東欧 5カ国との間で、ウク

ライナ産農産物の輸入禁止措置を

解除することで基本合意したと明

らかにした。ただし、小麦など 4品

目についてはウクライナからの輸

入を一時的に制限する緊急措置を

導入する。 

欧州委のドムブロフスキス上級

副委員長（通商担当）が同日、ツ

イッターにポーランド、ハンガ

リー、スロバキア、ブルガリアが

「一方的な措置を取り下げる」と

投稿した。4カ国は安価なウクライ

ナ産農産物が国内に流入するのを

阻止するため、4月中旬から独自に

輸入を禁止していた。今回、ルーマ

ニアを加えた 5 カ国が禁輸解除に

合意したことで、東欧経由の輸出

ルートが確保されることになる。 

ただし、小麦、トウモロコシ、菜

種、ヒマワリの種の 4品目は一時的

に緊急輸入制限の対象とし、他の品

目についても同様の措置を検討す

るという。また、ウクライナ産農産

物の流入で深刻な打撃を受けてい

る 5カ国の農家への支援策として、

EUが 1億ユーロ（約 151億円）の補

償を支払うことでも合意した。 

EUは 2022年 6月、ロシアの軍事

侵攻が続くウクライナへの支援策

として、同国産農産物の関税を免

除した。しかし、本来は黒海経由で

アフリカや中東などに輸出される

はずの農産物がポーランドなど周

辺国に流入。そこから第三国への

輸送が滞り、東欧諸国で農産物価

格が下落し、農家が深刻な打撃を

受けている。このためポーランド

とハンガリーは 4月 15日に、スロ

バキアとブルガリアも 19 日まで

に、国内農家の保護を目的として、

ウクライナからの農産物の輸入を

6 月 30 日まで禁止すると発表。同

時に 4 カ国にルーマニアを加えた

東欧 5カ国は欧州委に対し、早急に

包括的な対応策を検討するよう求

めていた。 

欧州委はこれを受けて 19 日、

ポーランドなど 4カ国に対し、単一

市場の原則に反するとして禁輸措

置の撤回を求める一方、農家への

支援策を打ち出すとともに、小麦

など 4 品目の輸入制限を認める方

針を示していた。 

<EUR10953> 

 

 

東欧5カ国、ウクライナ産農産物の禁輸解除で合意 
小麦など4品目は一時的に輸入規制 

米マイクロソフトは 4月 26日、

中東欧地域で初となるクラウドの

データハブ（クラウドリージョン）

をポーランドのワルシャワに開設

したと発表した。複数のサーバーを

接続して処理性能を高めるハイパ

フォーマンス・コンピューティング

（HPC）に対する需要の高まりと、

同社のクラウドサービス「アジュー

ル（Azure）」にアクセスする際の待

ち時間短縮の必要性を受けたもの。

投資額は 10億米ドルとされる。 

データハブは 3 カ所に分散して

設置され、それぞれが独立した電

源と冷却系統、およびネットワー

クを備えた 1 つ以上のデータセン

ターで構成される。最高水準の

データストレージ・セキュリティ

を確保しており、企業は欧州連合

（EU）の一般データ保護規則

（GDPR）に準拠しつつ、重要で価

値の高いデジタル資産をポーラン

ドに保存できるようになる。 

マイクロソフトはプレスリリー

スで、クラウド技術はポーランド

の経済や企業のデジタル能力を高

めるだけでなく、経済的・地政学的

に不確実性が高い現代において回

復力を強めるうえで重要な役割を

果たすとしている。同国のモラ

ヴィエツキ首相は「国内のデジタ

ル産業の発展のおかげで、数百人

ものエンジニアや開発者が国を離

れることなく、世界経済にとり重

要な役割を果たせるようになる」

と述べ、データハブの開設を歓迎

した。 

<EUR10954> 

 

 

マイクロソフト、ポーランドにクラウドリージョンを設置 
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ハンガリー中央銀行は 4 月 25

日、政策金利を 13％に据え置くこ

とを決めた。据え置きは 7会合連続

で、市場の予想通り。インフレ率の

上昇に歯止めがかかる中、現行の

金利水準はインフレリスクを抑え

るのに十分だと判断した。 

政策金利の下限となる翌日物貸

出金利も 12.5％に据え置いた。上限

となる翌日物有担保付貸出金利は

4.5 ポイント引き下げ、20.5％に設

定した。 

同国の 3 月のインフレ率は前月

から0.2ポイント減の25.2％に縮小

した。インフレ率の低下は 2カ月連

続。食品と燃料価格の上昇ペース

の鈍化が大きい。中銀は今後につ

いて、インフレ率はベース効果に

より数カ月で大きく下がり、金融

引き締めによる広範なディスイン

フレ効果も現れると予想する。年

間インフレ率は今年 15 ～ 19.5％

で、来年は 3～ 5％、2025年は 2.5

～ 3.5％まで下がるとみる。 

中銀は昨年 10月、金融政策の対

応余地を広げるため翌日物有担保

付貸出金利を 15.5％から 25％まで

引き上げて金利コリドー（上限・下

限金利の差）を大幅に拡大した。今

回中銀は、内外の状況の改善によ

り「極端なシナリオのリスク」が減

少したため、金利コリドーの縮小

を決めたと説明している。エコノ

ミストはこれについて、金融市場

に与える影響は小さいものの、「状

況は動いており、適切な時期に利

下げを行う」（JPモルガンのアナリ

スト）というメッセージを送って

いるとみる。 

中銀は声明で、「金融引き締めを

通じたインフレ目標の達成」とい

うこれまでの文言を省き、次回の

金融政策決定会合では「インフレ

リスクの改善の持続性を考慮す

る」との一文を新たに加えた。市場

では、中銀が利下げに向けて慎重

な一歩を踏み出したと受け止めら

れている。 

<EUR10955> 

 

 

ハンガリー中銀、7会合連続で金利据え置き 
利下げに向けた動きも 

トルコ中央銀行は 4月 27日の金

融政策決定会合で、主要政策金利

である 7日物レポ金利を 8.5％に据

え置いた。金利据え置きは 2会合連

続。震災からの復興を支援するた

め低金利を維持する。中銀は同国

南部で発生した大地震の影響を緩

和するため、2月の会合で 0.5ポイ

ントの利下げを実施していた。 

同国のインフレ率は 3 月に

50.51％となり、2月（55.18％）から

4.67ポイント低下した。比較対象と

なる前年同月のインフレ率が

61.1％と高水準だったことによる

ベース効果が大きい。蘭 ING 銀は

今後数カ月のインフレ率につい

て、比較対象の前年同月が 70 ～

80％の高水準で推移していたこと

を踏まえ、強力なベース効果が続

くとみている。 

中銀は声明で、現在の金融政策

は震災からの復興を支えるのに十

分だと判断し据え置きを決めたと

説明。被災地域の経済活動が予想

よりも早く回復しているとし、引

き続き支援的な金融環境を優先す

ると強調した。 

また、インフレ鎮静化に向け、外

貨の保有比率を減らして通貨リラ

への移動を促し、通貨を下支えす

る「リラ化戦略（リライゼーショ

ン）」をやり通す意向を示した。 

<EUR10956> 

 

トルコ中銀、2会合連続で据え置き 
低金利を維持し復興を支援 

情報の少ない中東欧やロシア  

CIS、トルコの経済動向を 
お伝えしています 

東欧経済ニュースを読んで 

情報を集めよう 

https://fbc.de/business/newsletter/#ost
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欧州為替・株価指標        ＜2023年4月17日～28日＞ 

対ポンド

対スイスフラン

対日本円

FTSE 100 （ロンドン）

出所：欧州中央銀行、ロンドン証券取引所、ロンドン国際石油取引所

ブレント原油 （先物／1バレル当たり／単位：ドル）                                

対ドル

ユーロ相場       

1.0981 

1.0972 
1.0933 1.0944 

1.0978 

1.1002 1.1022 1.1039 1.1042 

1.0981 

17日 18日 19日 20日 21日 24日 25日 26日 27日 28日

0.8837 
0.8814 0.8811 0.8815 

0.8857 
0.8846 

0.8865 0.8856 0.8843 
0.8805 

17日 18日 19日 20日 21日 24日 25日 26日 27日 28日

7,871.91 7,879.51 7,871.43 7,876.35 7,886.46 7,877.58 7,863.85 

7,825.93 7,816.83 
7,791.63 

17日 18日 19日 20日 21日 24日 25日 26日 27日 28日

84.76 84.77 
83.12 81.10 81.66 82.73 

80.77 
77.69 78.37 79.54 

17日 18日 19日 20日 21日 24日 25日 26日 27日 28日

0.9812 0.9831 0.9828 0.9810 0.9795 0.9800 

0.9786 
0.9824 

0.9862 
0.9839 

17日 18日 19日 20日 21日 24日 25日 26日 27日 28日

146.97 146.89 147.24 147.46 146.92 
148.17 147.91 147.67 

147.16 

149.35 

17日 18日 19日 20日 21日 24日 25日 26日 27日 28日
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